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1

一般定期健康診断と事後措置の流れ

①
一般定期
健診の実
施

②診断結
果の受領

③
診断結
果の労
働者へ
の通知

監督署へ
の報告

個人票
の保存

④
医師等の意見
聴取
（就業区分）所見なし

所見あり

⑤
就業上の措
置の決定
※医師等の
意見を参考
に事業者が
実施

保健指導
の実施

労災保険二次健康診断等
給付による健診

健康診断情報
の

保護に留意

通常勤務

勤務を休む必要

勤務制限の必要

医師に対する情
報提供
※作業環境、労
働時間、過去の
診断結果

●労働者からの意
見聴取
●管理監督者への
説明

「健康診断結
果に基づき事
業者が講ずべ
き措置に関す
る指針」の概
要です。

 

 

  

ポイント２～５までのフロー図 
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（１） 血圧の測定 （２） 血中脂質検査 （３） 血糖検査 （４） 腹囲の検査又は BMI（肥満度）の測定のすべての検査について異

常の所見があると診断された場合に受けることができます。ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾

患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。   

◆一次健康診断を受診した日から3か月以内に請求する必要があります。◆1年度に1回のみ受けることができます。 

  

労災保険二次健診等給付医療機関名簿（上越署管内） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

管内事業場の積極的な取り組み事例～有所見率の改善事業場における対策～ 

保健所と連携して、栄養士による栄養指導（減塩指導）を受けました。 

                 （上越市、３ ０ ０ 人～、製造業Ｎ社） 

健康な体力作り（ポイント制によるチャレンジ活動）を推進するとともに、特定保健                                                         

指導による生活習慣の改善を支援しています。（上越市、１ ０ ０ ～２ ９ ９ 人、製造業Ｎ社） 

 

毎朝の自発的な健康維持活動を継続するとともに、各種のスポーツイベントに

積極的に参加しています。  （上越市、１ ０ ０ ～２ ９ ９ 人、製造業Ｋ社）  

２３０７ 



注 「工業的業種」とは、製造業、建設業、運輸交通業などをいい、「非工業的業種」とは、工業的業種以外の商業、保健衛生業、

接客娯楽業などをいいます。 

定期健康診断結果（平成２２年）の概要 

 

上越労働基準監督署 

１  有所見率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  主要検査項目別の有所見率の状況 
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当署管内の有所見率は６０％を境に高止まりをしており、新潟県下より常に上回る状況にあります。 

主要検査別では、新潟県との概して大きな違いはみられないものの、全国とは各検査とも５ポイント内外の

開きがみられます。 



注 「工業的業種」とは、製造業、建設業、運輸交通業などをいい、「非工業的業種」とは、工業的業種以外の商業、保健衛生業、

接客娯楽業などをいいます。 

３  規模別／業種別有所見率の状況 

 

 

 

４ 平均年齢との関係  ☆有所見率とは一定の相関関係がうかがわれます。 
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有所見率は、①工業的業種が非工業的業種より高く、②事業場規模が小さいほど高い状況がみられます。  

 

規模にかかわらず

有所見率が（相対的

に）高い工業的業種

の平均年齢は、「４

０才～４９才」がほ

ぼ３／４を占めて

います。 

非工業的業種の平

均年齢は、約１／３

が「４０才未満」と

なっています。  

有所見率が高い５０

～９９人規模事業場

では、平均年齢「４５

～４９才」の比率が

高く、有所見率が低

い３００人～規模事

業場では、平均年

齢「～４０才未満」の

比率が高くなってい

ます。 

２３０８ 



～報告用紙に関する～報告用紙に関する～報告用紙に関する～報告用紙に関するお知らせお知らせお知らせお知らせ～～～～    
  

 労働者死傷病報告等のＯＣＲ（光学文字読み取り式）様式を黒枠帳票（ダウ

ンロード、白黒印刷可）で報告することができるようになりました。 

※ 従来のＯＣＲ様式も使用できます 

 

 

○総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告（安衛則様式第３号） 

○定期健康診断結果報告書（安衛則様式第６号） 

○免許申請書（安衛則様式第 12 号） 

○所持免許申告欄（安衛則様式第 12 号（別紙）） 

○有害物ばく露作業報告書（安衛則様式第 21 号の７） 

○労働者死傷病報告（安衛則様式第 23 号） 

○特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第 3 号） 

○有機溶剤等健康診断結果報告書（有機則様式第 3 号の２） 

○鉛健康診断結果報告書（鉛則様式第３号） 

○四アルキル鉛健康診断結果報告書（四鉛則様式第 3 号） 

○高気圧業務健康診断結果報告書（高圧則様式第 2 号） 

○電離放射線健康診断結果報告書（電離則様式第 2 号） 

○石綿健康診断結果報告書（石綿則様式第 3 号） 

○じん肺健康管理実施状況報告（じん肺則様式第 8 号） 

○指導勧奨による特殊健康診断結果報告書 

 

 

黒枠帳票は厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/index.html 

 

 

 

 

 

 

上越労働基準監督署 安全衛生課 

〒943-0803 

上越市春日野 1-5-22 

電 話 025-524-2111 

ＦＡＸ 025-524-2964 

対象となる様式 



 

例例例例    
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